
②台湾における会社設立（工場設立を含む）フローチャート

外国人

経済部投資業務処
事前相談・資料提供
訪問、見学の斡旋
各関係機関庁の協調

会社名称と営業項目調査

投資申請（経済部投資審議委員会）

投資認可

銀行準備口座開設、資本金の送金

資本金査定（経済部投資審議委員会）

認可が必要な業務を営む場合、
主管機関に設立認可を申請
注：認可が不要な業務を
営む場合は不要

会社設立登記
【払込資本金額5億元以上の場合】
・経済部商業司
【払込資本金額5億元未満の場合】
・台北市政府
・新北市政府
・桃園市政府
・台中市政府
・台南市政府
・高雄市政府
・経済部中部弁公室（上記以外の県市）

営業人設立登記
（会社所在地の国税局、
製造業は工場登記証

入手後）

貿易会社登録
（経済部国際貿易局）

認可が必要な業務を
営む場合、主管機関に
設立認可を申請

営業開始

工場建設地、
入居物件確定

環境保護局への
審査申請

環境保護局の
許可

都市計画区域内であれば
工場建設許可申請と許可

政府開発工業区では
汚水納管証明申請と取得

工場登記申請
（県市政府）

用水、電力、電話等の
申請

工場登記許可

出所：経済部投資業務処（台湾投資ポータルサイト）、勤業衆信聯合会計師事務所「台湾ビジネスガイド」


